
「こども誰でも通園」って？

対象のこども

どんなことができるの？

①川崎市内在住の⼦ども。
②0歳6ヶ⽉〜満3歳未満の⼦ども
③保育所・幼稚園・認定こども園・
地域型保育事業・企業主導型保育事
業所に在籍していないこと。

令
和7年度�川崎市令
和7年度�川崎市

こども誰でも通園こども誰でも通園
利⽤開始の利⽤開始の
お知らせお知らせ

ChaCha�Children
Nakamachi

利⽤可能時間
⼦ども１⼈につき⽉10時間まで

＊⽉10時間を超えて利⽤はできません。

300円／1時間

利⽤料⾦

＊給⾷費�300円／1回

●事前⾯談受付開始●
2025年4⽉7⽇（⽉）〜

利⽤申込

●事前⾯談●
2025年4⽉14⽇（⽉）〜

●利⽤開始●
2025年4⽉21⽇（⽉）〜

１歳・２歳...３名

定員／利⽤時間

⽉曜〜⾦曜 ９時〜12時
＊原則、曜⽇固定の定期利⽤

【お問い合わせ先】
044-738-0221044-738-0221

chacha.or.jpchacha.or.jp
ChaCha�Children�Nakamachi
川崎市中原区今井仲町2-28

（中原区今井仲町）



事前面談予約

ステップ１

・事前面談予約サイトより
お申込み下さい。

https://reserva.be/chachachildrennakamachi

＊⾯談を受けないと施設の利⽤はできません。

【お問い合わせ先】

044-738-0221044-738-0221

chacha.or.jp/chacha.or.jp/
ChaCha�Children�Nakamachi
川崎市中原区今井仲町2-28

「こども誰でも通園」
利⽤開始までの⼿順

事前面談・利用登録

ステップ2

・お子さまのアレルギーや
　普段の様子を伺います。

利用予約

ステップ3

・原則、面談でご利用の曜日を　
　決定します。

＊予約サイトについては⾯談時にお伝えします。

・利用曜日以外の利用は、
　予約サイトよりお申込み下さい。

利用開始

ステップ4

・持ち物などは面談時にお伝えします。

ChaCha�Children�Nakamachi

・利用料は月毎にご請求いたします。


